
参考４ 

有機溶剤中毒予防規則 

 

（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号） 

最終改正：平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号 

 

 労働安全衛生法 （昭和四十七年法律第五十七号）及び労働安全衛生法施行令 

（昭和四十七年政令第三百十八号）の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、

有機溶剤中毒予防規則を次のように定める。 

 

 第一章 総則（第一条―第四条）  

 第二章 設備（第五条―第十三条）  

 第三章 換気装置の性能等（第十四条―第十八条の三）  

 第四章 管理（第十九条―第二十七条）  

 第五章 測定（第二十八条―第二十八条の四）  

 第六章 健康診断（第二十九条―第三十一条）  

 第七章 保護具（第三十二条―第三十四条）  

 第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理（第三十五条・第三十六条）  

 第九章 有機溶剤作業主任者技能講習（第三十七条）  

 附則  

 

第一章 総則 

（定義等）  

第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。  

一  有機溶剤 労働安全衛生法施行令 （以下「令」という。）別表第六の二に掲げる有

機溶剤をいう。  

二  有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物（有機溶剤と有機溶剤以外の物との

混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。

第六号において同じ。）をいう。  

三  第一種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。  

イ 令別表第六の二第十四号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十二号、第

三十六号又は第三十八号に掲げる物 

ロ イに掲げる物のみから成る混合物 

ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物を当該混合物の重量の

五パーセントを超えて含有するもの 

四  第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。  

イ 令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十

四号から第二十六号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十三号から第三十

五号まで、第三十七号又は第三十九号から第四十七号までに掲げる物 

ロ イに掲げる物のみから成る混合物 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%93%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物

を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの（前号ハに掲げる物を除

く。） 

五  第三種有機溶剤等 有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等

以外の物をいう。  

六  有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。  

イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器

若しくは設備への注入の業務 

ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、

写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有

機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務 

ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務 

ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務 

ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務 

ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務 

ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務 

チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄（ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。）又は

払しよくの業務 

リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務（ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を

除く。） 

ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務 

ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務 

ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク（有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないも

のを除く。以下同じ。）の内部における業務 

２  令第六条第二十二号 及び第二十二条第一項第六号 の厚生労働省令で定める場

所は、次のとおりとする。  

一  船舶の内部  

二  車両の内部  

三  タンクの内部  

四  ピツトの内部  

五  坑の内部  

六  ずい道の内部  

七  暗きよ又はマンホールの内部  

八  箱桁の内部  

九  ダクトの内部  

十  水管の内部  

十一  屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所  

 

（適用の除外）  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000002000000022000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000002000000022000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000002000000022000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000006000000000
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第二条  第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第

二十六条まで、第七章並びに第九章の規定は、事業者が前条第一項第六号ハからル

までのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいず

れかに該当するときは、当該業務については、適用しない。  

一  屋内作業場等（屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。以下同じ。）

のうちタンク等の内部（地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部

その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の

内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げる場所をいう。以下同じ。）以外

の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する

有機溶剤等の量が、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲

げる式により計算した量（以下「有機溶剤等の許容消費量」という。）を超えないとき。 

消費する有機溶剤等の区分 有機溶剤等の許容

消費量 

第一種有機溶剤等 Ｗ＝（１÷１５）×Ａ 

第二種有機溶剤等 Ｗ＝（２÷５）×Ａ 

第三種有機溶剤等 Ｗ＝（３÷２）×Ａ 

備考 この表において、Ｗ及びＡは、それぞれ次の数値を表わ

すものとする。 

Ｗ 有機溶剤等の許容消費量（単位 グラム） 

Ａ 作業場の気積（床面から四メートルを超える高さにある空間

を除く。単位 立方メートル）。ただし、気積が百五十立方メート

ルを超える場合は、百五十立方メートルとする。 

 

 

二  タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する

有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。  

２  前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日

に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる有機溶剤業務に応じて、それぞれ

当該各号に掲げるものとする。この場合において、前条第一項第六号トに掲げる業務

が同号へに掲げる業務に引き続いて同一の作業場において行われるとき、又は同号

ヌに掲げる業務が乾燥しようとする物に有機溶剤等を付着させる業務に引き続いて同

一の作業場において行われるときは、同号ト又はヌに掲げる業務において消費する有

機溶剤等の量は、除外して計算するものとする。  

一  前条第一項第六号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務 前項第

一号の場合にあつては作業時間一時間に、同項第二号の場合にあつては一日に、そ

れぞれ消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量  

二  前条第一項第六号ト又はヌに掲げる業務 前項第一号の場合にあつては作業時間

一時間に、同項第二号の場合にあつては一日に、それぞれ接着し、又は乾燥する物

に塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を

乗じて得た量  
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第三条  この省令（第四章中第二十七条及び第八章を除く。）は、事業者が第一条第一

項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。この場合

において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下「所轄

労働基準監督署長」という。）の認定を受けなければならない。  

一  屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事

させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費

量を常態として超えないとき。  

二  タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する

有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。  

２  前条第二項の規定は、前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量

及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量について準用する。  

 

（認定の申請手続等）  

第四条  前条第一項の認定（以下この条において「認定」という。）を受けようとする事業

者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書（様式第一号）に作業場の見

取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。  

２  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、

又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該事業者に通知しなけ

ればならない。  

３  認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該

当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しな

ければならない。  

４  所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該

当しなくなつたとき、及び前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すも

のとする。  

 

第二章 設備 

 

（第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備）  

第五条  事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤

等に係る有機溶剤業務（第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。）に労働者を従

事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密

閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。  

 

（第三種有機溶剤等に係る設備）  

第六条  事業者は、タンク等の内部において、第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務

（第一条第一項第六号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。）に労

働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発
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散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を

設けなければならない。  

２  事業者は、タンク等の内部において、吹付けによる第三種有機溶剤等に係る有機溶

剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤

の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け

なければならない。  

 

（屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外）  

第七条  次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者

を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。  

一  周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放され

ていること。  

二  当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。  

 

（臨時に有機溶剤業務を行う場合の適用除外等）  

第八条  臨時に有機溶剤業務を行う事業者が屋内作業場等のうちタンク等の内部以外

の場所における当該有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、

適用しない。  

２  臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタンク等の内部における当該有機溶剤業務に

労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条

第二項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装

置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。  

 

（短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例）  

第九条  事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において有機溶剤

業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する

時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、第五条の規定にかかわら

ず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換

気装置を設けないことができる。  

２  事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合にお

いて、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、送気マス

クを備えたときは、第五条又は第六条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散

源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設け

ないことができる。  

 

（局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例）  

第十条  事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労

働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第

六条第二項の規定による設備の設置が困難であり、かつ、全体換気装置を設けたとき
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は、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換

気装置を設けないことができる。  

 

（他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例）  

第十一条  事業者は、反応槽その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されてお

り、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業

場において当該設備による有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体

換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二項の規定にかかわらず、有機溶剤

の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設け

ないことができる。  

 

（代替設備の設置に伴う設備の特例）  

第十二条  事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条又は第六条第一

項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、

プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。  

一  赤外線乾燥炉その他温熱を伴う設備を使用する有機溶剤業務に労働者を従事さ

せる場合において、当該設備から作業場へ有機溶剤の蒸気が拡散しないように、発散

する有機溶剤の蒸気を温熱により生ずる上昇気流を利用して作業場外に排出する排

気管等を設けたとき。  

二  有機溶剤等が入つている開放槽について、有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しない

よう、有機溶剤等の表面を水等で覆い、又は槽の開口部に逆流凝縮機等を設けたと

き。  

 

（労働基準監督署長の許可に係る設備の特例）  

第十三条  事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場

合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定

による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶

剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設

けないことができる。  

２  前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置等特例許可申請書（様式第

二号）に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならな

い。  

３  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に

通知しなければならない。  

 

第三章 換気装置の性能等 

 

（局所排気装置のフード等）  
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第十四条  事業者は、局所排気装置（第二章の規定により設ける局所排気装置をいう。

以下この章及び第十九条の二第二号において同じ。）のフードについては、次に定め

るところに適合するものとしなければならない。  

一  有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。  

二  外付け式のフードは、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられ

ていること。  

三  作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて、

当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。  

２  事業者は、局所排気装置のダクトについては、長さができるだけ短く、ベンドの数が

できるだけ少ないものとしなければならない。  

 

（排風機等）  

第十五条  事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気

清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。

ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食

のおそれがないときは、この限りでない。  

２  事業者は、全体換気装置（第二章の規定により設ける全体換気装置をいう。以下こ

の章及び第十九条の二第二号において同じ。）の送風機又は排風機（ダクトを使用す

る全体換気装置については、当該ダクトの開口部）については、できるだけ有機溶剤

の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。  

 

（排気口）  

第十五条の二  事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置（第二章の規定に

より設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章、第十九条の二及び第三十三

条第一項第六号において同じ。）、全体換気装置又は第十二条第一号の排気管等の

排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。  

２  事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気

装置（屋内作業場に設けるものに限る。）又は第十二条第一号の排気管等の排気口

の高さを屋根から一・五メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排

出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限り

でない。  

 

（局所排気装置の性能）  

第十六条  局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下

欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 

型式  制御風速（メート

ル／秒） 

囲い式フード  〇・四 

外付け式フード 側方吸引型 〇・五 
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下方吸引型 〇・五 

上方吸引型 一・〇 

備考 

一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の

制御風速をいう。 

二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速を

いう。 

イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速 

ロ 外付け式フードにあつては、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする

範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速 

 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第

十七条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を

出し得る能力を有すれば足りる。  

一  第六条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合  

二  第八条第二項、第九条第一項又は第十一条の規定に該当し、全体換気装置を設

けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設ける

ことを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。 

  

（プッシュプル型換気装置の性能等）  

第十六条の二  プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有

するものでなければならない。  

 

（全体換気装置の性能）  

第十七条  全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下

欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量（区分の異なる有機溶剤等を同時に

消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した一分間当りの換気量を合算した量）を

出し得る能力を有するものでなければならない。 

消費する有機溶剤等の区分 一分間当りの換気量 

第一種有機溶剤等 Ｑ＝０．３Ｗ 

第二種有機溶剤等 Ｑ＝０．０４Ｗ 

第三種有機溶剤等 Ｑ＝０．０１Ｗ 

この表において、Ｑ及びＷは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 

Ｑ 一分間当りの換気量（単位 立方メートル） 

Ｗ 作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量（単位 グラム） 
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２  前項の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる業務に

応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。  

一  第一条第一項第六号イ又はロに掲げる業務 作業時間一時間に蒸発する有機溶

剤の量  

二  第一条第一項第六号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務 作業

時間一時間に消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて

得た量  

三  第一条第一項第六号ト又はヌのいずれかに掲げる業務 作業時間一時間に接着し、

又は乾燥する物に、それぞれ塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労

働大臣が別に定める数値を乗じて得た量  

３  第二条第二項本文後段の規定は、前項に規定する作業時間一時間に消費する有

機溶剤等の量について準用する。  

 

（換気装置の稼働）  

第十八条  事業者は、局所排気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事す

る間、当該局所排気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、第十六条第二項各号のいずれかに該当する場合におい

ては、当該局所排気装置は、同項に規定する制御風速以上の制御風速で稼働させれ

ば足りる。  

３  事業者は、プッシュプル型換気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事

する間、当該プッシュプル型換気装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼

働させなければならない。  

４  事業者は、全体換気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、

当該全体換気装置を前条第一項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の

下欄に掲げる一分間当たりの換気量以上の換気量で稼働させなければならない。  

５  事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けたとき

は、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させる

ために必要な措置を講じなければならない。  

 

（局所排気装置の稼働の特例）  

第十八条の二  前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装

置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び労働安全衛生法 （以下「法」という。）

第六十五条第五項 の規定による測定並びに第二十八条の二第一項 の規定による

当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該一年六月間、第一管理区分

に区分されることが継続した場合であつて、次条第一項の許可を受けるために、同項

に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排

気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に

掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000000000000000
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一  次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を

選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。  

イ 当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、制御風速が安定しているこ

と。 

ロ 当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、当該局所排気装置のフー

ドにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から

最も離れた作業位置において、有機溶剤の蒸気を吸引できること。 

二  当該局所排気装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク又は有機

ガス用防毒マスクを使用させること。  

２  事業者は、前項第二号の規定により労働者に送気マスクを使用させたときは、当該

労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。  

 

第十八条の三  第十八条第一項の規定にかかわらず、前条の規定により、第十六条第

一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満

の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であつても、当該局所排気装置に係る

作業場の有機溶剤の濃度の測定（当該作業場の通常の状態において、法第六十五条

第二項 及び作業環境測定法施行規則 （昭和五十年労働省令第二十号）第三条 の

規定に準じて行われるものに限る。次項において同じ。）の結果を第二十八条の二第

一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準

監督署長の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速（以下「特例制御風速」

という。）で稼働させることができる。  

２  前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置特例稼働許可申請書（様式

第二号の二）に申請に係る局所排気装置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準

監督署長に提出しなければならない。  

一  作業場の見取図  

二  申請前一年六月間に行つた当該作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五

条第五項 の規定による測定の結果及び第二十八条の二第一項 の規定による当該

測定の結果の評価を記載した書面  

三  特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の

濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評

価を記載した書面  

四  法第八十八条第一項 本文（同条第二項 において準用する場合を含む。）に規定

する届出（以下この号において「届出」という。）を行つたことを証明する書面（同条第一

項 ただし書（同条第二項 において準用する場合を含む。）の規定による認定を受け

たことにより届出を行つていない事業者にあつては、当該認定を受けていることを証明

する書面）  

五  申請前二年間に行つた第二十条第二項に規定する自主検査の結果を記載した書

面  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%81%5a%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%93%f1%81%5a&REF_NAME=%8d%ec%8b%c6%8a%c2%8b%ab%91%aa%92%e8%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%81%5a%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%93%f1%81%5a&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%94%aa%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000
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３  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に

通知しなければならない。  

４  第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場について第二十八条第二

項の規定による測定及び第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評

価を行つたときは、遅滞なく、文書で、第二十八条第三項各号の事項及び第二十八条

の二第二項各号の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。  

５  第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変

更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけれ

ばならない。  

６  所轄労働基準監督署長は、第四項の評価が第一管理区分でなかつたとき及び第一

項の許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十

八条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞な

く、当該許可を取り消すものとする。  

第四章 管理 

（有機溶剤作業主任者の選任）  

第十九条  令第六条第二十二号 の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務（第

一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。）のうち次に掲げる業務以外の業務とす

る。  

一  第二条第一項の場合における同項の業務  

二  第三条第一項の場合における同項の業務  

２  事業者は、令第六条第二十二号 の作業については、有機溶剤作業主任者技能講

習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。  

 

（有機溶剤作業主任者の職務）  

第十九条の二  事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならな

い。  

一  作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、

作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。  

二  局所排気装置、プッシユプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間

ごとに点検すること。  

三  保護具の使用状況を監視すること。  

四  タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号

に定める措置が講じられていることを確認すること。  

 

（局所排気装置の定期自主検査）  

第二十条  令第十五条第一項第九号 の厚生労働省令で定める局所排気装置（有機

溶剤業務に係るものに限る。）は、第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装

置とする。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000022000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000022000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000022000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000002000000022000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000002000000022000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000002000000022000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8b%e3%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000
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２  事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事

項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない

同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。  

一  フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度  

二  ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態  

三  排風機の注油状態  

四  ダクトの接続部における緩みの有無  

五  電動機とファンを連結するベルトの作動状態  

六  吸気及び排気の能力  

七  前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項  

３  事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各

号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。  

 

（プッシュプル型換気装置の定期自主検査）  

第二十条の二  令第十五条第一項第九号 の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換

気装置（有機溶剤業務に係るものに限る。）は、第五条又は第六条の規定により設け

るプッシュプル型換気装置とする。  

２  前条第二項及び第三項の規定は、前項のプツシュプル型換気装置に関して準用す

る。この場合において、同条第二項第三号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」

と、同項第六号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。  

 

（記録）  

第二十一条  事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、こ

れを三年間保存しなければならない。  

一  検査年月日  

二  検査方法  

三  検査箇所  

四  検査の結果  

五  検査を実施した者の氏名  

六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容  

 

（点検）  

第二十二条  事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又

は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければ

ならない。  

一  ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態  

二  ダクトの接続部における緩みの有無  

三  吸気及び排気の能力  

四  前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8b%e3%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000
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２  前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。

この場合において、前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものと

する。  

 

（補修）  

第二十三条  事業者は、第二十条第二項及び第三項（第二十条の二第二項において

準用する場合を含む。）の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を

認めたときは、直ちに補修しなければならない。  

 

（掲示）  

第二十四条  事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させると

きは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に

掲示しなければならない。  

一  有機溶剤の人体に及ぼす作用  

二  有機溶剤等の取扱い上の注意事項  

三  有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置  

２  前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法は、厚生労働大臣が別に定める。  

 

（有機溶剤等の区分の表示）  

第二十五条  事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させると

きは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、作業中の労働者が容易に知る

ことができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなけれ

ばならない。  

２  前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める色によらなければならない。  

一  第一種有機溶剤等 赤  

二  第二種有機溶剤等 黄  

三  第三種有機溶剤等 青  

 

（タンク内作業）  

第二十六条  事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させると

きは、次の措置を講じなければならない。  

一  作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口

部をすべて開放すること。  

二  労働者の身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したとき

は、直ちに労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させること。  

三  事故が発生したときにタンクの内部の労働者を直ちに退避させることができる設備

又は器具等を整備しておくこと。  

四  前各号に掲げる措置のほか、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、作

業開始前に、次の措置を講ずること。  
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イ 有機溶剤等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続するすべての配管から有機溶剤

等がタンクの内部へ流入しないようにすること。 

ロ 水又は水蒸気等を用いてタンクの内壁を洗浄し、かつ、洗浄に用いた水又は水蒸気

等をタンクから排出すること。 

ハ タンクの容積の三倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか、又はタンクに水

を満たした後、その水をタンクから排出すること。 

 

（事故の場合の退避等）  

第二十七条  事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる

場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒

の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、労働者を当該事故現場から退避

させなければならない。  

一  当該有機溶剤業務を行う場所を換気するために設置した局所排気装置、プッシュプ

ル型換気装置又は全体換気装置の機能が故障等により低下し、又は失われたとき。  

二  当該有機溶剤業務を行う場所の内部が有機溶剤等により汚染される事態が生じた

とき。  

２  事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤

等による汚染が除去されるまで、労働者を当該事故現場に立ち入らせてはならない。

ただし、安全な方法によつて、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、こ

の限りでない。  

第五章 測定 

（測定）  

第二十八条  令第二十一条第十号 の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の

二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条

第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。  

２  事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、

当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。  

３  事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、

これを三年間保存しなければならない。  

一  測定日時  

二  測定方法  

三  測定箇所  

四  測定条件  

五  測定結果  

六  測定を実施した者の氏名  

七  測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じた

ときは、当該措置の概要  

 

（測定結果の評価）  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%8f%5c%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000010000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000010000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000010000000000
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第二十八条の二  事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は法第六十

五条第五項 の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣

の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、

第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わ

なければならない。  

２  事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、

これを三年間保存しなければならない。  

一  評価日時  

二  評価箇所  

三  評価結果  

四  評価を実施した者の氏名  

 

（評価の結果に基づく措置）  

第二十八条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に

区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行

い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改

善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管

理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。  

２  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項

の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければ

ならない。  

３  前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効

な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図

るため必要な措置を講じなければならない。  

 

第二十八条の四  事業者は、第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第二

管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検

を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法

の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。  

第六章 健康診断 

（健康診断）  

第二十九条  令第二十二条第一項第六号 の厚生労働省令で定める業務は、屋内作

業場等（第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。）における有機溶剤業

務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。  

２  事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの

配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師によ

る健康診断を行わなければならない。  

一  業務の経歴の調査  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000006000000000
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二  有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、

別表の下欄に掲げる項目（尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。）についての

既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄（尿中の有機溶剤の代謝物の量

の検査を除く。）及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異

常所見の有無の調査  

三  有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査  

四  尿中の蛋白の有無の検査  

３  事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機

溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替

えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の

区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければ

ならない。  

４  前項の健康診断（定期のものに限る。）は、前回の健康診断において別表の下欄に

掲げる項目（尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。）について健康診断を受け

た者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該

項目を省略することができる。  

５  事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第

三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又

は一部について医師による健康診断を行わなければならない。  

一  作業条件の調査  

二  貧血検査  

三  肝機能検査  

四  腎機能検査（尿中の蛋白の有無の検査を除く。）  

五  神経内科学的検査  

 

（健康診断の結果）  

第三十条  事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断（法第六十六条第

五項 ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において

「有機溶剤等健康診断」という。）の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票（様式

第三号）を作成し、これを五年間保存しなければならない。  

 

（健康診断の結果についての医師からの意見聴取）  

第三十条の二  有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による

医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。  

一  有機溶剤等健康診断が行われた日（法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつ

ては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日）から三

月以内に行うこと。  

二  聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。  

 

（健康診断の結果の通知）  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%98%5a%8f%f0%82%cc%8e%6c&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006600400000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006600400000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006600400000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000
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第三十条の二の二  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を

受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。  

 

（健康診断結果報告）  

第三十条の三  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断（定期

のものに限る。）を行つたときは、遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書（様式第

三号の二）を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。  

 

（緊急診断）  

第三十条の四  事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に

吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなけれ

ばならない。  

 

（健康診断の特例）  

第三十一条  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を三年以

上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認め

られる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、そ

の後における第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断、第三十条の有機

溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第三十条の二の医師からの意見聴取

を行わないことができる。  

２  前項の許可を受けようとする事業者は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書（様

式第四号）に申請に係る有機溶剤業務に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない。  

一  作業場の見取図  

二  作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられてい

るときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面  

三  当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行つた第二十九条

第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を証明する書面  

３  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に

通知しなければならない。  

４  第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変

更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけれ

ばならない。  

５  所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検

した場合において、第一項の許可に係る有機溶剤業務に従事する労働者について新

たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許

可を取り消すものとする。  

第七章 保護具 
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（送気マスクの使用）  

第三十二条  事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるとき

は、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。  

一  第一条第一項第六号ヲに掲げる業務  

二  第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気

装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部に

おける業務  

２  第十八条の二第二項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させ

た場合について準用する。  

 

（送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用）  

第三十三条  事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるとき

は、当該業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させな

ければならない。  

一  第六条第一項の規定により全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務  

二  第八条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気

装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務  

三  第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排

気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の

内部以外の場所における業務  

四  第十条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及

びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場等における業務  

五  第十一条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置

及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場における業務  

六  プッシュプル型換気装置を設け、荷台にあおりのある貨物自動車等当該プッシュプ

ル型換気装置のブース内の気流を乱すおそれのある形状を有する物について有機溶

剤業務を行う屋内作業場等における業務  

七  屋内作業場等において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備（当該設備中の

有機溶剤等が清掃等により除去されているものを除く。）を開く業務  

２  第十八条の二第二項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させ

た場合について準用する。  

 

（保護具の数等）  

第三十三条の二  事業者は、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前

条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常

時有効かつ清潔に保持しなければならない。  

 

（労働者の使用義務）  

第三十四条  第十八条の二第一項第二号の業務並びに第三十二条第一項各号及び

第三十三条第一項各号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、
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それぞれ第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の

保護具を使用しなければならない。  

 

第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理 

 

（有機溶剤等の貯蔵）  

第三十五条  事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、

漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのないふた又は栓をした堅固な容器を用い

るとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。  

一  関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備  

二  有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備  

 

（空容器の処理）  

第三十六条  事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散

するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一

定の場所に集積しておかなければならない。  

 

第九章 有機溶剤作業主任者技能講習 

 

第三十七条  有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。  

２  学科講習は、有機溶剤に係る次の科目について行う。  

一  健康障害及びその予防措置に関する知識  

二  作業環境の改善方法に関する知識  

三  保護具に関する知識  

四  関係法令  

３  労働安全衛生規則 （昭和四十七年労働省令第三十二号）第八十条 から第八十二

条の二 まで及び前二項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施

について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。  

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。  

（廃止） 

第二条  有機溶剤中毒予防規則（昭和三十五年労働省令第二十四号）は、廃止する。  

 

   附 則 （昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六号）   

～ 附 則 （平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号） 略 

  

別表 （第二十九条関係）  

有機溶剤  項目 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000
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等 

（一） 一 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソル

ブ） 

二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別

名セロソルブアセテート） 

三 エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル

（別名ブチルセロソルブ） 

四 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセ

ロソルブ） 

五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の

五パーセントを超えて含有する物 

血色素量及び赤血球数の検査 

（二） 一 オルトージクロルベンゼン 

二 クレゾール 

三 クロルベンゼン 

四 クロロホルム 

五 四塩化炭素 

六 一・四―ジオキサン 

七 一・二―ジクロルエタン（別名二塩化エチレン） 

八 一・二―ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン） 

九 一・一・二・二―テトラクロルエタン（別名四塩化アセ

チレン） 

十 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の

五パーセントを超えて含有する物 

血清グルタミックオキサロアセチックトラン

スアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミックピ

ルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及びガ

ンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ

（γ ―ＧＴＰ）の検査（以下「肝機能検査」と

いう。） 

（三） 一 キシレン 

二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを

超えて含有する物 

尿中のメチル馬尿酸の量の検査 

（四） 一 Ｎ・Ｎ―ジメチルホルムアミド 

二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを

超えて含有する物 

一 肝機能検査 

二 尿中のＮ―メチルホルムアミドの量の

検査 

（五） 一 スチレン 

二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを

超えて含有する物 

尿中のマンデル酸の量の検査 

（六） 一 テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレン） 

二 トリクロルエチレン 

三 前二号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の

五パーセントを超えて含有する物 

一 肝機能検査 

二 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化

物の量の検査 

（七） 一 一・一・一―トリクロルエタン 

二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを

超えて含有する物 

尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の

量の検査 

（八） 一 トルエン 

二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを

超えて含有する物 

尿中の馬尿酸の量の検査 

（九） 一 二硫化炭素 

二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを

超えて含有する物 

眼底検査 

（十） 一 ノルマルヘキサン 

二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを

超えて含有する物 

尿中の二・五―ヘキサンジオンの量の検

査 

 



参考４ 

特定化学物質障害予防規則 

 

（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十九号） 

最終改正：平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号 

 

 

 労働安全衛生法 （昭和四十七年法律第五十七号）及び労働安全衛生法施行令 

（昭和四十七年政令第三百十八号）の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、

特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。 

 

 第一章 総則（第一条―第二条の二）  

 第二章 製造等に係る措置（第三条―第八条）  

 第三章 用後処理（第九条―第十二条の二）  

 第四章 漏えいの防止（第十三条―第二十六条）  

 第五章 管理（第二十七条―第三十八条の四）  

 第五章の二 特殊な作業等の管理（第三十八条の五―第三十八条の十九）  

 第六章 健康診断（第三十九条―第四十二条）  

 第七章 保護具（第四十三条―第四十五条）  

 第八章 製造許可等（第四十六条―第五十条の二）  

 第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習（第五十一条）  

 第十章 報告（第五十二条・第五十三条）  

 附則 

第一章 総則 

（事業者の責務）  

第一条 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康

障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法

の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措

置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質に

ばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限

度にするよう努めなければならない。  

 

（定義等）  

第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

一  第一類物質 労働安全衛生法施行令 （以下「令」という。）別表第三第一号に掲

げる物をいう。  

二  第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。  

三  特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号１、２、４から７まで、１２、

１５、１７、１９から２０まで、２３、２４、２６、２７、２８から３０まで、３１の２及び３４から３

６までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十二

号、第十五号、第十七号、第十九号から第二十号まで、第二十三号、第二十四号、

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%93%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000005002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi#1000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二及び第

三十四号から第三十六号までに掲げる物をいう。  

四  オーラミン等 令別表第三第二号８及び３２に掲げる物並びに別表第一第八号及

び第三十二号に掲げる物をいう。  

五  管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質及びオーラミン等以外の

物をいう。  

六  第三類物質 令別表第三第三号に掲げる物をいう。  

七  特定化学物質 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。  

２  令別表第三第二号３７の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とす

る。  

３  令別表第三第三号９の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。  

 

（適用の除外）  

第二条の二  この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者

を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。  

一  令別表第三第二号１５に掲げる物及び別表第一第十五号に掲げる物（以下「酸化

プロピレン等」という。）を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タン

クからタンク自動車等に注入する業務（直結できる構造のホースを用いて相互に接

続する場合に限る。）  

二  酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務（直結できる構造の

ホースを用いて相互に接続する場合に限る。）  

 

第二章 製造等に係る措置 

 

（第一類物質の取扱いに係る設備）  

第三条  事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ

投入する作業（第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を容器に入

れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。）を行うときは、当該作

業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い

式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。た

だし、令別表第三第一号３に掲げる物又は同号８に掲げる物で同号３に係るもの（以

下「塩素化ビフエニル等」という。）を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う

場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。  

２  事業者は、令別表第三第一号６に掲げる物又は同号８に掲げる物で同号６に係る

もの（以下「ベリリウム等」という。）を加工する作業（ベリリウム等を容器に入れ、容器

から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。）を行うときは、当該作業場所に、

ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型

換気装置を設けなければならない。  

（第二類物質の製造等に係る設備）  

 

第四条  事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等（以下「特定第二類物質等」と

いう。）を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。  
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２  事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離

室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤

な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。  

３  事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めす

る作業を行う場合において、前二項の規定によることが著しく困難であるときは、当

該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法

により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュ

プル型換気装置を設けなければならない。  

 

第五条  事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作

業場（特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場におい

て当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第

二号１７、２０若しくは３１の２に掲げる物又は別表第一第十七号、第二十号若しくは

第三十一号の二に掲げる物（以下「臭化メチル等」という。）を取り扱うとき、及び令別

表第三第二号３０に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物（以下「ベンゼン等」

という。）を溶剤（希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。）として取り扱う場

合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。）又は

管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当

該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を

密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの

発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著

しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。  

２  事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質の

ガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル

型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質

若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため

必要な措置を講じなければならない。  

 

第六条  前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉

じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管

轄する労働基準監督署長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）が認定したときは、

適用しない。  

２  前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則

一部適用除外認定申請書（様式第一号）に作業場の見取図を添えて、所轄労働基

準監督署長に提出しなければならない。  

３  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出をうけた場合において、第一項

の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、

その旨を当該申請者に通知しなければならない。  

４  第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取

図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長

に報告しなければならない。  
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５  所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中にお

ける第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認めら

れなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。  

（局所排気装置等の要件）  

 

第七条  事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局

所排気装置（第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において

同じ。）については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。  

一  フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに

設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散源にでき

るだけ近い位置に設けられていること。  

二  ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ尐なく、かつ、適当な箇

所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。  

三  除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又

は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された

ガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがな

いときは、この限りでない。  

四  排気口は、屋外に設けられていること。  

五  厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。  

２  事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュ

プル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならな

い。  

一  ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ尐なく、かつ、適当な箇

所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。  

二  除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、

除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸

引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のお

それがないときは、この限りでない。  

三  排気口は、屋外に設けられていること。  

四  厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。  

 

（局所排気装置等の稼働）  

第八条  事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局

所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、第一類物質又は第二類物質

に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させ

なければならない。  

２  事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、

バツフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるた

め必要な措置を講じなければならない。  

 

第三章 用後処理 

（除じん）  
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第九条  事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気

筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、

第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッ

シュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄

に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有

する除じん装置を設けなければならない。 

粉じんの粒径 

（単位 マイクロメートル） 

除じん方式 

五未満 ろ過除じん方式 

電気除じん方式 

五以上二十未満 スクラバによる除じん方式 

ろ過除じん方式 

電気除じん方式 

二十以上 マルチサイクロン（処理風量が毎分二十立方

メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けた

ものをいう。）による除じん方式 

スクラバによる除じん方式 

ろ過除じん方式 

電気除じん方式 

備考 この表における粉じんの粒径

は、重量法で測定した粒径分布におい

て最大頻度を示す粒径をいう。 

 

 

２  事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去する

ための前置き除じん装置を設けなければならない。  

３  事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。 

  

（排ガス処理）  

第十条  事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出

する製造設備の排気筒又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設け

る局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれ

かの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス

処理装置を設けなければならない。 

物 処理方式 

アクロレイン 吸収方式 

直接燃焼方式 

弗化水素 吸収方式 

吸着方式 

硫化水素 吸収方式 
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酸化・還元方式 

硫酸ジメチル 吸収方式 

直接燃焼方式 

 

２  事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。  

 

（排液処理）  

第十一条  事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液（第一類物質を製造

する設備からの排液を除く。）については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方

式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設け

なければならない。 

物 処理方式 

アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である

物に限る。以下同じ。） 

酸化・還元方式 

塩酸 中和方式 

硝酸 中和方式 

シアン化カリウム 酸化・還元方式 

活性汚泥方式 

シアン化ナトリウム 酸化・還元方式 

活性汚泥方式 

ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩 凝集沈でん方

式 

硫酸 中和方式 

硫化ナトリウム 酸化・還元方式 

 

２  事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝若しくは

ピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくは

シアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シア

ン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない

構造のものとしなければならない。  

３  事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼働させなければならない。  

 

（残さい物処理）  

第十二条  事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒し

た後でなければ、廃棄してはならない。  

 

（ぼろ等の処理）  
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第十二条の二  事業者は、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、

労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、ふた又は栓をし

た不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。  

 

第四章 漏えいの防止 

 

（腐食防止措置）  

第十三条  事業者は、特定化学設備（令第九条の三第二号 の特定化学設備をいう。

以下同じ。）（特定化学設備のバルブ又はコックを除く。）のうち特定第二類物質又は

第三類物質（以下この章において「第三類物質等」という。）が接触する部分について

は、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、

濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければなら

ない。  

 

（接合部の漏えい防止措置）  

第十四条  事業者は、特定化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部

については、当該接合部から第三類物質等が漏えいすることを防止するため、ガス

ケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。  

 

（バルブ等の開閉方向の表示等）  

第十五条  事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するた

めのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏え

いを防止するため、次の措置を講じなければならない。  

一  開閉の方向を表示すること。  

二  色分け、形状の区分等を行うこと。  

２  前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。  

 

（バルブ等の材質等）  

第十六条  事業者は、特定化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるとこ

ろによらなければならない。  

一  開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る第三類物質等の種類、温度、濃度等に

応じ、耐久性のある材料で造ること。  

二  特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等

とこれらに最も近接した特定化学設備（配管を除く。第二十条を除き、以下この章に

おいて同じ。）との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定

化学設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認する

ことができる装置を設けるときは、この限りでない。  

 

（送給原材料等の表示）  

第十七条  事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該

送給を誤ることによる第三類物質等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やす

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%8b%e3%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000900300000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000900300000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000900300000001000000002000000000
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い位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要

な事項を表示しなければならない。  

 

（出入口）  

第十八条  事業者は、特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有す

る建築物の避難階（直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。）には、当

該特定化学設備から第三類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に

避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。  

２  事業者は、前項の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階

から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならな

い。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難

用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。  

３  前項の直通階段又は傾斜路のうちの一は、屋外に設けられたものでなければなら

ない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられ

ている場合は、この限りでない。  

 

（計測装置の設置）  

第十八条の二  事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異

常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの（以下「管

理特定化学設備」という。）については、異常化学反応等の発生を早期には握するた

めに必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。  

 

（警報設備等）  

第十九条  事業者は、特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置す

る作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リツトル（気体である物にあつて

は、その容積一立方メートルを二リツトルとみなす。次項及び第二十四条第二号にお

いて同じ。）以上取り扱うものには、第三類物質等が漏えいした場合に関係者にこれ

を速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。  

２  事業者は、管理特定化学設備（製造し、又は取り扱う第三類物質等の量が合計百

リツトル以上のものに限る。）については、異常化学反応等の発生を早期には握する

ために必要な自動警報装置を設けなければならない。  

３  事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当

該管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならな

い。  

４  事業者は、第一項の作業場には、第三類物質等が漏えいした場合にその除害に

必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければならない。  

 

（緊急しや断装置の設置等）  

第十九条の二  事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第

三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等

を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異

常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。  
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２  前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなけれ

ばならない。  

一  確実に作動する機能を有すること。  

二  常に円滑に作動できるような状態に保持すること。  

三  安全かつ正確に操作することのできるものとすること。  

３  事業者は、第一項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装

置から放出される特定化学物質により汚染されることを防止するため、密閉式の構

造のものとし、又は放出される特定化学物質を安全な場所へ導き、若しくは安全に処

理することができる構造のものとしなければならない。  

 

（予備動力源等）  

第十九条の三  事業者は、管理特定化学設備、管理特定化学設備の配管又は管理

特定化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらな

ければならない。  

一  動力源の異常による第三類物質等の漏えいを防止するため、直ちに使用するこ

とができる予備動力源を備えること。  

二  バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、

形状の区分等を行うこと。  

２  前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。  

 

（作業規程）  

第二十条  事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、

当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の

漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。  

一  バルブ、コツク等（特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備か

ら製品等を取り出すときに使用されるものに限る。）の操作  

二  冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作  

三  計測装置及び制御装置の監視及び調整  

四  安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整  

五  ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの

有無の点検  

六  試料の採取  

七  管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場

合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法  

八  異常な事態が発生した場合における応急の措置  

九  前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置  

 

（床）  

第二十一条  事業者は、第一類物質を取り扱う作業場（第一類物質を製造する事業

場において当該第一類物質を取り扱う作業場を除く。）、オーラミン等又は管理第二

類物質を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の

床を不浸透性の材料で造らなければならない。  
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（設備の改造等の作業）  

第二十二条  事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又

は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留する

おそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれ

らの設備の内部に立ち入る作業（酸素欠乏症等防止規則 （昭和四十七年労働省令

第四十二号。以下「酸欠則」という。）第二条第八号 の第二種酸素欠乏危険作業及

び酸欠則第二十五条の二 の作業に該当するものを除く。）を行うときは、次の措置

を講じなければならない。  

一  作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知

させること。  

二  特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者

のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。  

三  作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続してい

るすべての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コツク等を

二重に閉止し、又はバルブ、コツク等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。  

四  前号により閉止したバルブ、コツク等又は施した閉止板等には、施錠をし、これら

を開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。  

五  作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのない

ものをすべて開放すること。  

六  換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。  

七  測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により

労働者が健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。  

八  第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出す

るおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コ

ツク等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。  

九  非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器

具その他の設備を備えること。  

十  作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護

具等必要な保護具を使用させること。  

２  事業者は、前項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内

部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する労働者に周知させ

なければならない。  

３  労働者は、事業者から第一項第十号の保護具の使用を命じられたときは、これを

使用しなければならない。  

 

第二十二条の二  事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設

備等の設備（前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。）の

改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作

業（酸欠則第二条第八号 の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二 

の作業に該当するものを除く。）を行う場合において、当該設備の溶断、研磨等によ

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%94%aa%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000008000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000008000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000008000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002500200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000008000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%8e%5f%8c%87%91%a5%91%e6%93%f1%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002500200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002500200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002500200000000000000000000000000
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り特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならな

い。  

一  作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知

させること。  

二  特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者

のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。  

三  作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのない

ものをすべて開放すること。  

四  換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。  

五  非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器

具その他の設備を備えること。  

六  作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護

具等必要な保護具を使用させること。  

２  労働者は、事業者から前項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使

用しなければならない。  

 

（退避等）  

第二十三条  事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において労働者が健康障

害を受けるおそれのあるときは、労働者を作業場等から退避させなければならない。  

２  事業者は、前項の場合には、労働者が第三類物質等による健康障害を受けるお

それのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを

禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。  

 

（立入禁止措置）  

第二十四条  事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、

かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。  

一  第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場（臭化メチル等を用い

て燻蒸作業を行う作業場を除く。）  

二  特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作

業場で第三類物質等を合計百リツトル以上取り扱うもの  

 

（容器等）  

第二十五条  事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が

漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をし

なければならない。  

２  事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い

上の注意事項を表示しなければならない。  

３  事業者は、特定化学物質の保管については、一定の場所を定めておかなければ

ならない。  

４  事業者は、特定化学物質の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装につい

ては、当該物質が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定め

て集積しておかなければならない。  
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（救護組織等）  

第二十六条  事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、第三類物質等

が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならな

い。  

 

第五章 管理 

（特定化学物質作業主任者の選任）  

第二十七条  事業者は、令第六条第十八号 の作業については、特定化学物質及び

四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業

主任者を選任しなければならない。  

２  令第六条第十八号 の厚生労働省令で定めるものは、第二条の二各号に掲げる

業務とする。  

 

（特定化学物質作業主任者の職務）  

第二十八条  事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければな

らない。  

一  作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しない

ように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。  

二  局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処

理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えな

い期間ごとに点検すること。  

三  保護具の使用状況を監視すること。 

  

（定期自主検査を行うべき機械等）  

第二十九条  令第十五条第一項第九号 の厚生労働省令で定める局所排気装置、プ

ッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置（特定化学

物質その他この省令に規定する物に係るものに限る。）は、次のとおりとする。  

一  第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十三第一項第二号、第三

十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、

又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号

若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置（第三条第一項ただし書

及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。）  

二  第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十三第一項第二号、第三

十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、

又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号

若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置（第三十八条

の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。）  

三  第九条第一項若しくは第三十八条の十三第一項第三号の規定により、又は第五

十条第一項第七号ハ若しくは第八号（これらの規定を第五十条の二第二項において

準用する場合を含む。）の規定に基づき設けられる除じん装置  

四  第十条第一項の規定により設けられる排ガス処理装置  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%8f%5c%94%aa%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000018000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000018000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000018000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000002000000018000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8b%e3%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000001000000009000000000
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五  第十一条第一項の規定により、又は第五十条第一項第十号（第五十条の二第二

項において準用する場合を含む。）の規定に基づき設けられる排液処理装置  

 

（定期自主検査）  

第三十条  事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定

期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主

検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の

当該使用しない期間においては、この限りでない。  

一  局所排気装置  

イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 

ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 

ハ ダクトの接続部における緩みの有無 

ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 

ホ 吸気及び排気の能力 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 

二  プッシュプル型換気装置  

イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 

ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 

ハ ダクトの接続部における緩みの有無 

ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 

ホ 送気、吸気及び排気の能力 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 

三  除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置  

イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度 

ロ 除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい

積状態 

ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの

有無 

ニ 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否 

ホ 処理能力 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 

２  事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各

号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。  

 

第三十一条  事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごと

に一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用し

ない期間においては、この限りでない。  

一  特定化学設備又は附属設備（配管を除く。）については、次に掲げる事項  

イ 設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無 

ロ 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無 

ハ ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態 
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ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能 

ホ 冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能 

ヘ 予備動力源の機能 

ト イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防

止するため必要な事項 

二  配管については、次に掲げる事項  

イ 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無 

ロ フランジ、バルブ、コツク等の状態 

ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び

腐食の有無 

２  事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各

号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。  

 

（定期自主検査の記録）  

第三十二条  事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、こ

れを三年間保存しなければならない。  

一  検査年月日  

二  検査方法  

三  検査箇所  

四  検査の結果  

五  検査を実施した者の氏名  

六  検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容  

 

（点検）  

第三十三条  事業者は、第二十九条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は

分解して改造若しくは修理を行つたときは、当該装置の種類に応じ第三十条第一項

各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。  

第三十四条  事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、

分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き一月以上使用を休止した後

に使用するときは、第三十一条第一項各号に掲げる事項について、点検を行なわな

ければならない。  

２  事業者は、前項の場合のほか、特定化学設備又はその附属設備（配管を除く。）

の用途の変更（使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において

同じ。）を行なつたときは、第三十一条第一項第一号イ、ニ及びホに掲げる事項並び

にその用途の変更のために改造した部分の異常の有無について、点検を行なわな

ければならない。  

 

（点検の記録）  

第三十四条の二  事業者は、前二条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これ

を三年間保存しなければならない。  

一  点検年月日  

二  点検方法  
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三  点検箇所  

四  点検の結果  

五  点検を実施した者の氏名  

六  点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容  

 

（補修等）  

第三十五条  事業者は、第三十条若しくは第三十一条の自主検査又は第三十三条

若しくは第三十四条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補

修その他の措置を講じなければならない。  

 

（測定及びその記録）  

第三十六条  事業者は、令第二十一条第七号 の作業場（石綿等（石綿障害予防規

則 （平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。）第二条 に規定

する石綿等をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）について、六月以内ごとに一回、

定期に、第一類物質（令別表第三第一号８に掲げる物を除く。）又は第二類物質（別

表第一に掲げる物を除く。）の空気中における濃度を測定しなければならない。  

２  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、

これを三年間保存しなければならない。  

一  測定日時  

二  測定方法  

三  測定箇所  

四  測定条件  

五  測定結果  

六  測定を実施した者の氏名  

七  測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたとき

は、当該措置の概要  

３  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号１、２若しくは４から７まで

に掲げる物又は同表第二号４から６まで、８、１２、１４、１５、１９、１９の２、２３の２、２

４、２６、２７の２、２９、３０、３１の２若しくは３２に掲げる物に係る測定の記録並びに

同号１１若しくは２１に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる

物（以下「クロム酸等」という。）を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造す

る事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号１

１又は２１に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。  

４  令第二十一条第七号 の厚生労働省令で定めるものは、第二条の二各号に掲げ

る業務とする。  

 

（測定結果の評価）  

第三十六条の二  事業者は、令別表第三第一号３若しくは６に掲げる物又は同表第

二号１から７まで、１０、１１、１３から２５まで、２７から３１の２まで若しくは３３から３６

までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は労働安全衛生法 （以

下「法」という。）第六十五条第五項 の規定による測定を行つたときは、その都度、

速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000007000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000007000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000007000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%b5%8c%fa%98%4a%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%93%f1%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000004000000007000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000004000000007000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000004000000007000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006500000000005000000000000000000
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状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより

当該測定の結果の評価を行わなければならない。  

２  事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、

これを三年間保存しなければならない。  

一  評価日時  

二  評価箇所  

三  評価結果  

四  評価を実施した者の氏名  

３  事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号６に掲げる物又は同表

第二号４から６まで、１４、１５、１９、１９の２、２３の２、２４、２７の２、２９、３０若しくは

３１の２に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロ

ム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行

つた令別表第三第二号１１又は２１に掲げる物に係る評価の記録については、三十

年間保存するものとする。  

 

（評価の結果に基づく措置）  

第三十六条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分

に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検

を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方

法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分

が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。  

２  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同

項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わ

なければならない。  

３  前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有

効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持

を図るため必要な措置を講じなければならない。  

 

第三十六条の四  事業者は、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第

二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の

点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作

業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。  

 

（休憩室）  

第三十七条  事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う

作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行なう作業場以外の場所に休憩室を

設けなければならない。  

２  事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措

置を講じなければならない。  

一  入口には、水を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した

物を除去するための設備を設けること。  
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二  入口には、衣服用ブラシを備えること。  

三  床は、真空そうじ機を使用して、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のもの

とし、毎日一回以上そうじすること。  

３  労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室にはいる前に、作業衣

等に付着した物を除去しなければならない。  

 

（洗浄設備）  

第三十八条  事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に

労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのた

めの設備を設けなければならない。  

 

（喫煙等の禁止）  

第三十八条の二  事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作

業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の

見やすい箇所に表示しなければならない。  

２  労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。  

 

（掲示）  

第三十八条の三  事業者は、第一類物質（塩素化ビフエニル等を除く。）又は令別表

第三第二号４から６まで、８、１１、１２、１４、１５、１９、１９の２、２１、２３の２、２４、２６、

２７の２、２９、３０、３１の２若しくは３２に掲げる物若しくは別表第一第四号から第六

号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十四号、第十五号、第十九号、第十九号

の二、第二十一号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号の二、

第二十九号、第三十号、第三十一号の二若しくは第三十二号に掲げる物（以下「特

別管理物質」と総称する。）を製造し、又は取り扱う作業場（クロム酸等を取り扱う作

業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り

扱う作業場に限る。次条において同じ。）には、次の事項を、作業に従事する労働者

が見やすい箇所に掲示しなければならない。  

一  特別管理物質の名称  

二  特別管理物質の人体に及ぼす作用  

三  特別管理物質の取扱い上の注意事項  

四  使用すべき保護具  

 

（作業の記録）  

第三十八条の四  事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において

常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、

これを三十年間保存するものとする。  

一  労働者の氏名  

二  従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間  

三  特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者

が講じた応急の措置の概要  
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第五章の二 特殊な作業等の管理 

 

（塩素化ビフエニル等に係る措置）  

第三十八条の五  事業者は、塩素化ビフエニル等を取り扱う作業に労働者を従事さ

せるときは、次に定めるところによらなければならない。  

一  その日の作業を開始する前に、塩素化ビフエニル等が入つている容器の状態及

び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフエニル等による汚染の有無を点検するこ

と。  

二  前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏

れた塩素化ビフエニル等をふき取る等必要な措置を講ずること。  

三  塩素化ビフエニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビ

フエニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具

を用いて行うこと。  

 

第三十八条の六  事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した

容器で、塩素化ビフエニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい

箇所にその旨を表示しなければならない。  

 

第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の九、第三十八条の十、第三十八条の

十一  削除  

 

（エチレンオキシド等に係る措置）  

第三十八条の十二  事業者は、令別表第三第二号５に掲げる物及び同号３７に掲げ

る物で同号５に係るもの（以下この条において「エチレンオキシド等」という。）を用い

て行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、

第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けるこ

とを要しない。  

一  労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。  

二  滅菌器には、エアレーション（エチレンオキシド等が充填された滅菌器の内部を減

圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオ

キシド等の濃度を減尐させることをいう。第四号において同じ。）を行う設備を設ける

こと。  

三  滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充填する作業を開始する前に、滅菌器の扉

等が閉じていることを点検すること。  

四  エチレンオキシド等が充填された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレー

ションの手順を定め、これにより作業を行うこと。  

五  滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置

の設置その他必要な措置を講ずること。  

 

（コークス炉に係る措置）  
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第三十八条の十三  事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコーク

ス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならな

い。  

一  コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コ

ークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコ

ークス炉等から発散する特定化学物質のガス、蒸気又は粉じん（以下この項におい

て「コークス炉発散物」という。）が流入しない構造のものとすること。  

二  コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、

コークス炉発散物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設

けること。  

三  前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火

車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方

式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する

除じん装置を設けること。  

四  コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減尐させるため、

上昇管部に必要な設備を設ける等の措置を講ずること。  

五  上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防

止するため、上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずるこ

と。  

六  コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口のふたの開閉は、労働者が

コークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による

こと。  

七  コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、

次の事項について、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため

に必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。  

イ コークス炉に石炭等を送入する装置の操作 

ロ 第四号の上昇管部に設けられた設備の操作 

ハ ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた

板との接合部におけるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検 

ニ 石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業 

ホ 上昇管の内部に付着した物の除去作業 

ヘ 保護具の点検及び管理 

ト イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されるこ

とを防止するために必要な措置 

２  第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は前項第二号の局所排

気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は前項第

二号のプッシュプル型換気装置について準用する。  

 

（燻蒸作業に係る措置）  

第三十八条の十四  事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業に労働者を従事

させるときは、次に定めるところによらなければならない。  
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一  燻蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所における空気中のシアン化

水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船

倉等の燻蒸する場所の外から行うことができるようにすること。  

二  投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸しようとする場所の外から行うこと。

ただし、倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う

労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この

限りでない。  

三  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を

点検すること。  

四  前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修そ

の他必要な措置を講ずること。  

五  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、

かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻蒸の効果を確認する場合に

おいて、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、

監視人を置いたときは、当該労働者を、当該燻蒸中の場所に立ち入らせることがで

きる。  

六  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所のとびら、ハツチボード等を開放すると

きは、当該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風

向を確認する等必要な措置を講ずること。  

七  倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。  

イ 倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止する

ため、目張りをすること。 

ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻

蒸しようとする場所から労働者が退避したことを確認すること。 

ハ 倉庫の一部を燻蒸するときは、当該倉庫内の燻蒸が行われていない場所に関係

労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示

すること。 

ニ 倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所にとびら等を開放した後初めて労働者を立

ち入らせる場合又は一部を燻蒸中の倉庫内の燻蒸が行われていない場所に労働者

を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所

又は当該燻蒸が行われていない場所における空気中のシアン化水素、臭化メチル

又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該燻蒸が行わ

れていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。 

八  天幕燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。  

イ 燻蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実

に固定し、かつ、当該天幕の裾を土砂等で押えること。 

ロ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。 

ハ ロの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他

必要な措置を講ずること。 

ニ 投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防

止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。 

九  サイロ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。  
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イ 燻蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密

閉すること。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。 

ロ 投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認す

ること。 

ハ 燻蒸したサイロには、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを

確認するまでの間、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に

表示すること。 

十  はしけ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。  

イ 燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。 

ロ 燻蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のも

のとし、又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたも

のとすること。 

ハ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。 

ニ ハの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他

必要な措置を講ずること。 

ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するた

めの目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻蒸

する場所から労働者が退避したことを確認すること。 

ヘ 燻蒸した場所若しくは当該燻蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後

に労働者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等に労働者を立

ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のシアン化水素、臭化

メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室

等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。 

十一  本船燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。  

イ 燻蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で

開口部等を密閉すること。 

ロ 投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されてい

ることを確認し、及び当該船倉から労働者が退避したことを確認すること。 

ハ 燻蒸した船倉若しくは当該燻蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を

外した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の船倉に隣接する居住室等

に労働者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のシア

ン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合におい

て、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒

マスクを使用させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。 

十二  第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場

所における空気中のシアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次

の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当

該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、シアン化水素、臭化メチル又はホル

ムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所

の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マス

クを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせ

ることができる。 
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物 値 

シアン化水素 三ミリグラム又は三立方センチメートル 

臭化メチル 四ミリグラム又は一立方センチメートル 

ホルムアルデヒド 〇・１ミリグラム又は〇・一立方センチメートル 

備考 この表の値は、温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当

該物の重量又は容積を示す。 

 

２  事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻蒸した場所若しく

は当該場所に隣接する居住室等又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等において

燻蒸作業以外の作業に労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによら

なければならない。ただし、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないこ

とが明らかなときは、この限りでない。  

一  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等

又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のシアン化水素、臭化メチ

ル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。  

二  前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のシアン化

水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げ

る物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を

立ち入らせないこと。  

 

（ニトログリコールに係る措置）  

第三十八条の十五  事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させると

きは、次に定めるところによらなければならない。  

一  薬（ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸さ

せた物と充填剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。）を圧伸包装し、

又は填薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコー

ルの配合率（ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に

占めるニトログリコールの重量の比率をいう。）が同表の下欄に掲げる値以下である

薬を用いること。 

区分 値（単位 パ

ーセント） 

夏季において填

薬する場合 

隔離室での遠隔操作によら

ないで填薬する場合 

薬の温度が二十八度

を超える場合 

二十 

薬の温度が二十八度

以下である場合 

二十五 

隔離室での遠隔操作により填薬する場合 三十 

夏季において手作業により圧伸包装する場合 三十 

その他の場合 三十八 
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備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては

五月から九月までの五月をいう。 

 

二  次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を

行う場合は、この限りでない。 

作業場 値（単位 度） 

硝化する作業場 二十二 

洗浄する作業場 

配合する作業場 

その他の作業場 三十二 

 

三  手作業により填薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、

あらかじめ指名した者に掃除させること。  

四  ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコー

ルの蒸気が漏れないようにふた又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合

において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。  

 

（ベンゼン等に係る措置）  

第三十八条の十六  事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事

させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のも

のとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方

法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。  

２  第七条第一項及び第八条の規定は前項ただし書の局所排気装置について、第七

条第二項及び第八条の規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置について準

用する。  

 

（一・三―ブタジエン等に係る措置）  

第三十八条の十七  事業者は、一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブ

テン又は一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パ

ーセントを超えて含有する製剤その他の物（以下この条において「一・三―ブタジエン

等」という。）を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保

守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければな

らない。  

一  一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当

該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉

する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三

―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル

型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換
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気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予

防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。  

二  一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当

該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見

やすい箇所に掲示すること。  

イ 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該

設備の保守点検を行う作業場所である旨 

ロ 一・三―ブタジエン等の人体に及ぼす作用 

ハ 一・三―ブタジエン等の取扱い上の注意事項 

ニ 使用すべき保護具 

三  一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当

該設備の保守点検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、

一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。  

イ 労働者の氏名 

ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 

ハ 一・三―ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事

業者が講じた応急の措置の概要 

四  一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当

該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようと

するときは、特別管理物質等関係記録等報告書（様式第十一号）に前号の作業の記

録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。  

２  第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七

条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。

ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七

条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外

に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用し

ない。  

 

（硫酸ジエチル等に係る措置）  

第三十八条の十八  事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パー

セントを超えて含有する製剤その他の物（以下この条において「硫酸ジエチル等」と

いう。）を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところに

よらなければならない。  

一  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散

源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、

硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプ

ル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体

換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を

予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。  

二  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事す

る労働者が見やすい箇所に掲示すること。  

イ 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨 
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ロ 硫酸ジエチル等の人体に及ぼす作用 

ハ 硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項 

ニ 使用すべき保護具 

三  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労

働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存

すること。  

イ 労働者の氏名 

ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 

ハ 硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者

が講じた応急の措置の概要 

四  硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業

を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書（様式第十一号）に前

号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。  

２  第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七

条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。

ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七

条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外

に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用し

ない。  

 

（一・三―プロパンスルトン等に係る措置）  

第三十八条の十九  事業者は、一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルト

ンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（以下この条におい

て「一・三―プロパンスルトン等」という。）を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従

事させるときは、次に定めるところによらなければならない。  

一  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構

造のものとすること。  

二  一・三―プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者

が一・三―プロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした

不浸透性の容器に納めておき、廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒す

ること。  

三  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備（当該設備のバルブ又は

コツクを除く。）については、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅

固な材料で造り、当該設備のうち一・三―プロパンスルトン等が接触する部分につい

ては、著しい腐食による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三

―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す

等の措置を講ずること。  

四  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、

コツク等の接合部については、当該接合部から一・三―プロパンスルトン等が漏えい

することを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置

を講ずること。  
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五  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコツク

又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作に

よる一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。  

イ 開閉の方向を表示すること。 

ロ 色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならな

い。 

六  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコツクにつ

いては、次に定めるところによること。  

イ 開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度

等に応じ、耐久性のある材料で造ること。 

ロ 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、

又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三―プロパンスルト

ン等を製造し、又は取り扱う設備（配管を除く。次号、第九号及び第十号において同

じ。）との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に

設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置

を設けるときは、この限りでない。 

七  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を

送給する労働者が当該送給を誤ることによる一・三―プロパンスルトン等の漏えいを

防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当

該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。  

八  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項

について、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、

これにより作業を行うこと。  

イ バルブ、コツク等（一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容

器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使

用されるものに限る。）の操作 

ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作 

ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整 

ニ 安全弁その他の安全装置の調整 

ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における一・三―プロパンスルトン等の

漏えいの有無の点検 

ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理 

ト 容器の運搬及び貯蔵 

チ 設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理 

リ 異常な事態が発生した場合における応急の措置 

ヌ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ 

ル その他一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置 

九  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び一・三―プロパン

スルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材

料で造ること。  

十  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は

当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三―プロパンスルトン等を合計百リ
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ツトル以上取り扱うものには、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その

旨を見やすい箇所に表示すること。  

十一  一・三―プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、一・三―プロパンス

ルトン等が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実

な包装をすること。  

十二  前号の容器又は包装の見やすい箇所に一・三―プロパンスルトン等の名称及

び取扱い上の注意事項を表示すること。  

十三  一・三―プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。  

十四  一・三―プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装に

ついては、一・三―プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するとき

は、一定の場所を定めて集積しておくこと。  

十五  その日の作業を開始する前に、一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り

扱う設備及び一・三―プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備

又は容器が置いてある場所の一・三―プロパンスルトン等による汚染の有無を点検

すること。  

十六  前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器

を補修し、漏れた一・三―プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。  

十七  一・三―プロパンスルトン等を製造し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・

三―プロパンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・

三―プロパンスルトン等が漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に

直結できる構造の器具を用いて行うこと。  

十八  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、

作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。  

イ 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨 

ロ 一・三―プロパンスルトン等の人体に及ぼす作用 

ハ 一・三―プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項 

ニ 使用すべき保護具 

十九  一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業

に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを

三十年間保存すること。  

イ 労働者の氏名 

ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 

ハ 一・三―プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要

及び事業者が講じた応急の措置の概要 

二十  一・三―プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不

浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。  

二十一  事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書（様式第

十一号）に第十九号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するこ

と。  

 

   第六章 健康診断  

（健康診断の実施）  
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第三十九条  事業者は、令第二十二条第一項第三号 の業務（石綿等の取扱い又は

試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。）

に常時従事する労働者に対し、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入

れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに

一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなけれ

ばならない。  

２  事業者は、令第二十二条第二項 の業務（石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿

の粉じんを発散する場所における業務を除く。）に常時従事させたことのある労働者

で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常

時従事した同項 の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、

定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければなら

ない。  

３  事業者は、前二項の健康診断（シアン化カリウム（これをその重量の五パーセント

を超えて含有する製剤その他の物を含む。）、シアン化水素（これをその重量の一パ

ーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）及びシアン化ナトリウム（これを

その重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。）を製造し、又は

取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第一項の健康診断を除く。）の結果、

他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師

が必要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならな

い。  

４  令第二十二条第二項第二十四号 の厚生労働省令で定める物は、別表第五に掲

げる物とする。  

５  令第二十二条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるもの及び同条第二項 の

厚生労働省令で定めるものは、第二条の二各号に掲げる業務とする。  

 

（健康診断の結果の記録）  

第四十条  事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断（法第六十六条第五項 

ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定

化学物質健康診断」という。）の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票（様式

第二号）を作成し、これを五年間保存しなければならない。  

２  事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取

り扱う業務（クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する

事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。）に常時従事し、又は従事した労

働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを三十年間保存するも

のとする。  

 

（健康診断の結果についての医師からの意見聴取）  

第四十条の二  特定化学物質健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定

による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。  

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%6c%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000024000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000024000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000024000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%98%5a%8f%f0%82%cc%8e%6c&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006600400000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006600400000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006600400000000000000000000000000
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一  特定化学物質健康診断が行われた日（法第六十六条第五項 ただし書の場合に

あつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日）か

ら三月以内に行うこと。  

二  聴取した医師の意見を特定化学物質健康診断個人票に記載すること。  

 

（健康診断の結果の通知）  

第四十条の三  事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断を受けた

労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。  

 

（健康診断結果報告）  

第四十一条  事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断（定期のもの

に限る。）を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書（様式第三

号）を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。  

 

（緊急診断）  

第四十二条  事業者は、特定化学物質が漏えいした場合において、労働者が当該特

定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当

該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。  

 

第七章 保護具 

 

（呼吸用保護具）  

第四十三条  事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物

質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため

必要な呼吸用保護具を備えなければならない。  

 

（保護衣等）  

第四十四条  事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収さ

れることにより障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業又はこれらの周辺で行

われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及

び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。  

 

（保護具の数等）  

第四十五条  事業者は、前二条の保護具については、同時に就業する労働者の人数

と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。  

 

第八章 製造許可等 

 

（製造等の禁止の解除手続）  

第四十六条  令第十六条第二項第一号 の許可（石綿等に係るものを除く。以下同

じ。）を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第一項 各号に掲げる

物（石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。）を製造し、又は使用しようとする

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000001000000000000000000
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場合にあつては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働

基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物

質を輸入しようとする場合にあつては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所

を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に

提出しなければならない。  

２  都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号 の許可をしたときは、申請者に

対し、様式第四号の二による許可証を交付するものとする。  

 

（禁止物質の製造等に係る基準）  

第四十七条  令第十六条第二項第二号 の厚生労働大臣が定める基準（石綿等に係

るものを除く。）は、次のとおりとする。  

一  製造等禁止物質を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密

閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチエン

バー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。  

二  製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によつて容易にそ

うじできる構造のものとすること。  

三  製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、当該物質による健康障害の予防

について、必要な知識を有する者であること。  

四  製造等禁止物質を入れる容器については、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそ

れがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該物質の成

分を表示すること。  

五  製造等禁止物質の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やす

い箇所に表示すること。  

六  製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手

袋を使用すること。  

七  製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所には、当該物質の製造作業中

関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する

こと。  

 

（製造の許可）  

第四十八条  法第五十六条第一項 の許可は、令別表第三第一号に掲げる物ごとに、

かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。  

 

（許可手続）  

第四十九条  法第五十六条第一項 の許可を受けようとする者は、様式第五号による

申請書に摘要書（様式第六号）を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄

する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。  

２  厚生労働大臣は、法第五十六条第一項 の許可をしたときは、申請者に対し、様

式第七号による許可証（以下この条において「許可証」という。）を交付するものとす

る。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%90%ad%8e%4f%88%ea%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000001000000000000000000
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３  許可証の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第八号によ

る申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証

の再交付を受けなければならない。  

４  許可証の交付を受けた者は、氏名（法人にあつては、その名称）を変更したときは、

様式第八号による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に

提出し、許可証の書替えを受けなければならない。  

 

（製造許可の基準）  

第五十条  第一類物質のうち、令別表第三第一号１から５まで及び７に掲げる物並び

に同号８に掲げる物で同号１から５まで及び７に係るもの（以下この条において「ジク

ロルベンジジン等」という。）の製造（試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造

を除く。）に関する法第五十六条第二項 の厚生労働大臣の定める基準は、次のとお

りとする。  

一  ジクロルベンジジン等を製造する設備を設置し、又はその製造するジクロルベン

ジジン等を取り扱う作業場所は、それ以外の作業場所と隔離し、かつ、その場所の

床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。  

二  ジクロルベンジジン等を製造する設備は、密閉式の構造のものとし、原材料その

他の物の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体に当該物が直接接

触しない方法により行うこと。  

三  反応槽については、発熱反応又は加熱を伴う反応により、攪拌機等のグランド部

からガス又は蒸気が漏えいしないようガスケット等により接合部を密接させ、かつ、異

常反応により原材料、反応物等が溢出しないようコンデンサーに十分な冷却水を通

しておくこと。  

四  ふるい分け機又は真空ろ過機で、その稼動中その内部を点検する必要があるも

のについては、その覆いは、密閉の状態で内部を観察できる構造のものとし、必要

がある場合以外は当該覆いが開放できないようにするための施錠等を設けること。  

五  ジクロルベンジジン等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によ

ること。ただし、粉状のジクロルベンジジン等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、

この限りでない。  

六  ジクロルベンジジン等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合に

おいて、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を作業中

の労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う

場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。  

七  前号の局所排気装置については、次に定めるところによること。  

イ フードは、ジクロルベンジジン等のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けるこ

と。 

ロ ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ尐なく、かつ、適当な箇所

に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。 

ハ ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置にあつて

は、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げる

いずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じ

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000
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ん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の

大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。 

ニ ハの除じん装置を付設する局所排気装置のファンは、除じんをした後の空気が通

る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ハ

の除じん装置を付設する局所排気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この

限りでない。 

ホ 排気口は、屋外に設けること。 

ヘ 厚生労働大臣が定める性能を有するものとすること。 

八  第六号のプッシュプル型換気装置については、次に定めるところによること。  

イ ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ尐なく、かつ、適当な箇所

に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。 

ロ ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出するプッシュプル型換気装置

にあっては、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に

掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有す

る除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、

粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。 

ハ ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じんをした後の

空気が通る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、

かつ、ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンの腐食のおそれ

がないときは、この限りでない。 

ニ 排気口は、屋外に設けること。 

ホ 厚生労働大臣が定める要件を具備するものとすること。 

九  ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に

は、第七号ハ又は前号ロの除じん装置を設けること。  

十  第六号の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置は、ジクロルベンジジン等に

係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させる

こと。  

十一  第七号ハ、第八号ロ及び第九号の除じん装置は、ジクロルベンジジン等に係る

作業が行われている間、有効に稼動させること。  

十二  ジクロルベンジジン等を製造する設備からの排液で、第十一条第一項の表の

上欄に掲げる物を含有するものについては、同表の下欄に掲げるいずれかの処理

方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設

け、当該装置を有効に稼動させること。  

十三  ジクロルベンジジン等を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、

ジクロルベンジジン等の漏えい及び労働者の汚染を防止するため必要な作業規程を

定め、これにより作業を行うこと。  

イ バルブ、コツク等（ジクロルベンジジン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料を送

給するとき、及び当該設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。）の

操作 

ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作 

ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整 

ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整 
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ホ ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部におけるジクロルベンジジン等の漏え

いの有無の点検 

ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理 

ト 異常な事態が発生した場合における応急の措置 

チ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ 

リ その他ジクロルベンジジン等の漏えいを防止するため必要な措置 

十四  ジクロルベンジジン等を製造する設備から試料を採取するときは、次に定める

ところによること。  

イ 試料の採取に用いる容器等は、専用のものとすること。 

ロ 試料の採取は、あらかじめ指定された箇所において、試料が飛散しないように行う

こと。 

ハ 試料の採取に用いた容器等は、温水で十分洗浄した後、定められた場所に保管し

ておくこと。 

十五  ジクロルベンジジン等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働

者に作業衣並びに不浸透性の保護手袋及び保護長靴を着用させること。  

２  試験研究のためジクロルベンジジン等の製造に関する法第五十六条第二項 の厚

生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。  

一  ジクロルベンジジン等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、

密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチ

エンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。  

二  ジクロルベンジジン等を製造する装置を設置する場所の床は、水洗によつて容易

に掃除できる構造のものとすること。  

三  ジクロルベンジジン等を製造する者は、ジクロルベンジジン等による健康障害の

予防について、必要な知識を有する者であること。  

四  ジクロルベンジジン等を製造する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使

用すること。  

 

第五十条の二  ベリリウム等の製造（試験研究のためのベリリウム等の製造を除く。）

に関する法第五十六条第二項 の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、

次のとおりとする。  

一  ベリリウム等を焼結し、又はか焼する設備（水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリ

リウムを製造する工程における設備を除く。次号において同じ。）は他の作業場所と

隔離された屋内の場所に設置し、かつ、当該設備を設置した場所に局所排気装置又

はプッシュプル型換気装置を設けること。  

二  ベリリウム等を製造する設備（ベリリウム等を焼結し、又はか焼する設備、アーク

炉等により溶融したベリリウム等からべリリウム合金を製造する工程における設備及

び水酸化べリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。）

は、密閉式の構造のものとし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとす

ること。  

三  前号の規定により密閉式の構造とし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設け

たベリリウム等を製造する設備で、その稼動中内部を点検する必要があるものにつ

いては、その設備又は覆い等は、密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆われた

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000
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状態で内部を観察できるようにすること。その設備の外板等又は覆い等には必要が

ある場合以外は開放できないようにするための施錠等を設けること。  

四  ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材料で造

ること。  

五  アーク炉等により溶融したベリリウム等からベリリウム合金を製造する工程におい

て次の作業を行う場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。  

イ アーク炉上等において行う作業 

ロ アーク炉等からの湯出しの作業 

ハ 溶融したベリリウム等のガス抜きの作業 

ニ 溶融したベリリウム等から浮渣を除去する作業 

ホ 溶融したベリリウム等の鋳込の作業 

六  アーク炉については、電極を挿入する部分の間隙を小さくするため、サンドシール

等を使用すること。  

七  水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備につい

ては、次に定めるところによること。  

イ 熱分解炉は、他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置すること。 

ロ その他の設備は、密閉式の構造のものとし、上方、下方及び側方に覆い等を設け

たものとし、又はふたをすることができる形のものとすること。 

八  焼結、か焼等を行つたベリリウム等は、吸引することにより匣鉢から取り出すこ

と。  

九  焼結、か焼等に使用した匣鉢の破砕は他の作業場所と隔離された屋内の場所で

行い、かつ、当該破砕を行う場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設

けること。  

十  ベリリウム等の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体にベリリウ

ム等が直接接触しない方法により行うこと。  

十一  粉状のベリリウム等を労働者に取り扱わせるとき（送給し、移送し、又は運搬す

るときを除く。）は、隔離室での遠隔操作によること。  

十二  粉状のベリリウム等を計量し、容器に入れ、容器から取り出し、又は袋詰めす

る作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、

当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行い、か

つ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装

置を設けること。  

十三  ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ベリリウ

ム等の粉じんの発散及び労働者の汚染を防止するために必要な作業規程を定め、

これにより作業を行うこと。  

イ 容器へのベリリウム等の出し入れ 

ロ ベリリウム等を入れてある容器の運搬 

ハ ベリリウム等の空気輸送装置の点検 

ニ ろ過集じん方式の集じん装置（ろ過除じん方式の除じん装置を含む。）のろ材の取

替え 

ホ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理 

ヘ 異常な事態が発生した場合における応急の措置 
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ト 保護具の装着、点検、保管及び手入れ 

チ その他ベリリウム等の粉じんの発散を防止するために必要な措置 

十四  ベリリウム等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業

衣及び保護手袋（湿潤な状態のベリリウム等を取り扱う作業に従事する労働者に着

用させる保護手袋にあつては、不浸透性のもの）を着用させること。  

２  前条第一項第七号から第十二号まで及び第十四号の規定は、前項のベリリウム

等の製造に関する法第五十六条第二項 の厚生労働大臣の定める基準について準

用する。この場合において、前条第一項第七号中「前号」とあるのは「第五十条の二

第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるの

は「ベリリウム等」と、同項第八号中「第六号」とあるのは「第五十条の二第一項第一

号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウ

ム等」と、同項第九号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項

第十号中「第六号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び

第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第十一号、

第十二号及び第十四号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み

替えるものとする。  

３  前条第二項の規定は、試験研究のためのベリリウム等の製造に関する法第五十

六条第二項 の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、

前条第二項各号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替える

ものとする。  

 

第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 

 

第五十一条  特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習

によつて行う。  

２  学科講習は、特定化学物質及び四アルキル鉛に係る次の科目について行う。  

一  健康障害及びその予防措置に関する知識  

二  作業環境の改善方法に関する知識  

三  保護具に関する知識  

四  関係法令  

３  労働安全衛生規則 （昭和四十七年労働省令第三十二号）第八十条 から第八十

二条の二 まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛

等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。  

 

   第十章 報告  

 

第五十二条  削除 

  

第五十三条  特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとす

るときは、特別管理物質等関係記録等報告書（様式第十一号）に次の記録及び特定

化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提

出するものとする。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005600000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%98%4a%93%ad%88%c0%91%53%89%71%90%b6%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%98%4a%93%ad%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008200200000000000000000000000000
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一  第三十六条第三項の測定の記録  

二  第三十八条の四の作業の記録  

三  第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定

は、昭和四十八年十月一日から施行する。  

（廃止） 

第二条  特定化学物質等障害予防規則（昭和四十六年労働省令第十一号）は、廃止

する。  

 

   附 則 （昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六号） 

～ 

   附 則 （平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号）  略 

 

   附 則 （平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号）  

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。  

 

（計画の届出に関する経過措置） 

第二条  労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年

法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成

二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項まで

の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三

百十八号）別表第三第二号１５若しくは１９の２に掲げる物又は第二条の規定による

改正後の特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号。以下

「新特化則」という。）別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物（以下「酸

化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。）に係るもの、労働安全衛

生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ

―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて

含有する製剤その他の物（以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。）に係るも

の又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項

の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変

更しようとする場合には、適用しない。  

 

（様式に関する経過措置） 

第三条  この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改

正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の

それぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。  
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第四条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に

定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用するこ

とができる。  

 

（第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置） 

第五条  酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う

設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十

一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。  

 

（特定化学設備に関する経過措置） 

第六条  酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う

特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十

四年三月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の

二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並

びに第三十四条の規定は、適用しない。  

 

（出入口に関する経過措置） 

第七条  酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う

特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、こ

の省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの

間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。  

 

（警報設備等に関する経過措置） 

第八条  酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う

特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場で酸化プロピレン等

又は一・一―ジメチルヒドラジン等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この

省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間

は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。  

 

（床に関する経過措置） 

第九条  酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う

特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するも

のについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規

定は、適用しない。  

 

（一・四―ジクロロ―二―ブテン等に関する経過措置） 

第十条  一・四―ジクロロ―二―ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を

採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存

するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八

条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。  

 

（一・三―プロパンスルトン等に関する経過措置） 
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第十一条  一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パ

ーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業場で、この省

令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、

新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九号まで及び第十七号の規定は、

適用しない。  

 

 
別表第一 （第二条、第五条、第三十六条、第三十八条の三関係）  

 

一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下
のものを除く。 

二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以
下のものを除く。 

三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一
パーセント以下のものを除く。 

四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下
のものを除く。 

五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント
以下のものを除く。 

六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のも
のを除く。 

七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを
除く。 

九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量
の一パーセント以下のものを除く。 

十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が
重量の一パーセント以下のものを除く。 

十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一
パーセント以下のものを除く。 

十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有
量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パー
セント以下のものを除く。 

十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下
のものを除く。 

十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント
以下のものを除く。 

十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセ
ント以下のものを除く。 

十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以
下のものを除く。 

十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パ
ーセント以下のものを除く。 

十九 三・三’―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―
ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

十九の二 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含
有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 
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二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のも
のを除く。 

二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重
量の一パーセント以下のものを除く。 

二十二 水銀又はその無機化合物（硫化水銀を除く。以下同じ。）を含有する製剤その他の物。ただし、水銀
又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が
重量の一パーセント以下のものを除く。 

二十三の二 ニツケル化合物（ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。）を含有する製剤そ
の他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の
一パーセント以下のものを除く。 

二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセ
ント以下のものを除く。 

二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベ
ンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含
有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 

二十七の二 砒素又はその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。）を含有する製剤その他
の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のも
のを除く。 

二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量
が重量の一パーセント以下のものを除く。 

三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを
除く。 

三十一 ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペ
ンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一
パーセント以下のものを除く。 

三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のもの
を除く。 

三十三 マンガン又はその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。）を含有する製剤その他の物。た
だし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下の
ものを除く。 

三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のも
のを除く。 

三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以
下のものを除く。  
 

 

別表第二 （第二条関係）  

一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のもの
を除く。 

二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のも
のを除く。 

三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを
除く。 
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四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 

五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のも
のを除く。 

六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のもの
を除く。 

七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除
く。 

八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。  

 

別表第三 （第三十九条関係）  （略） 

別表第四 （第三十九条関係）  （略） 

別表第五 （第三十九条関係）  （略） 
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